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伊豆山復興まちづくり通信
熱海市都市整備課復興調整室広報誌

令和３年７月の土石流災害により被災されました皆様におかれましては、心よりお見舞いを申

し上げます。

今号では、「第４回 熱海市伊豆山復興まちづくり推進懇話会の開催」、「住宅金融支援機構に

よる災害復興住宅融資等に関する無料相談窓口のご案内（２月・３月）」、「ブロック塀等耐震

改修促進事業補助金」についてお伝えします。

第4回 熱海市伊豆山復興まちづくり推進懇話会の開催

前回（第３回R6.7）意見への対応について報告させていただき、復興計画（基本計画・まちづ

くり計画・事業計画）変更案等について意見をいただく場として、「第４回熱海市伊豆山復興
まちづくり推進懇話会」を開催しました。

【主な意見】
・河川、道路の工事を早く進めてもらい、戻ってきたいと思えるようにしてもらいたい。
・インターネットの光回線が無いなど、まだ必要なインフラが不足している。
・行政と住民のパイプ役となる中間的なチームが仕事として活動できるような組織が必要では
ないか。

・工事期間以外、工事実施箇所以外も砂埃対策が必要。
・現在、事業は進んできているが、事業イメージが地権者に理解しにくかった。
・用地買収が完了しなかった場合、事業はどうなるのかが分からない。
・「いずさんっち」を意見交換の場として活用できるようにしてもらいたい。

開催風景①

開催風景②



お問合せ先

250225

熱海市都市整備課 復興調整室
〒４１３－８５５０ 熱海市中央町１番１号
ＴＥＬ ０５５７－８６－６４０９
Ｅ-mail fukkou@city.atami.shizuoka.jp 熱海市公式ホームページ

伊豆山復興まちづくり通信

住宅金融支援機構による災害復興住宅融資等に関する無料相談窓口のご案内（２月・３月）

ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金

対象事業
・地震発生時に倒壊し、または転倒する危険性のある道路等に面したブロック塀等を撤去する事

業。

補助額《上限10万円》
【補助金交付要綱の内容】

・ブロック塀等を撤去する経費の額と基準額20,000円/ｍに撤去するブロック塀等の長さを乗じ

て得た額とを比較して、いずれか少ない額の1/2以内の額とする。

対象事業
・地震発生時に倒壊し、または転倒する危険性のある道路等に面したブロック塀等を安全な塀に

改善する事業。

補助額《上限25万円》
【補助金交付要綱の内容】

・ブロック塀等を改善する経費と基準額38,400円/ｍに改善するブロック

塀等の長さを乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額の1/2以内

の額とする。

お問い合わせは熱海市まちづくり課建築住宅室まで ☎ 0557-86-6423

危険なブロック塀を撤去する場合

撤去後に軽量なフェンスなどを設置する場合

開催日時
・２月12日・26日、３月12日・3月26日（いずれも水曜日）の10時～16時

開催場所
・総合福祉センター３階

申込み
・事前予約制のため、前々日の平日16時までに下記までご予約をお願いします。

住宅金融支援機構 電話番号045-290-8850

・なお、災害復興住宅融資のお知らせにつきましては、住宅金融支援機構のホームページ

（https://www.jhf.go.jp）に最新の情報が掲載されていますので、ご活用ください。

お問い合わせは熱海市長寿介護課被災者支援室まで ☎ 0557-86-6212,6213

災害復興住宅融資
(高齢者返済特例)

災害復興住宅融資

住宅金融支援機構からのご案内
現在、熱海市役所にて月2回の予約を承り、災害復興住宅融資などの個別相談会を継続的
に実施しておりますが、令和7年4月以降は、個別相談希望の連絡をいただいた後に日時
などについて個別の調整をさせていただきます。
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